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はじめに

筆者は， 1967年 1月ー 4JJおよびl!:l69年 1JJの

2度にわたって，南インドのマドラス（現タミル・

ナードゥ〉州テイルチソラノzッリ県ムスリ郡アピ

ニマンガラム村におL、て，農村経済構造に関する

実態調査を試みた。この農村調査に関連して，筆

者は次のような形で報告を行なってきた。

(1) 「農村経済構造の研究につし、て」 （『アジア

経済』第11巻第11-ls・1970年11月所収，以下拙稿Iと

略記して引用〉ーーーこれは農村調査にもとづく研

究の方法論上の問題を，アビ、ニマンガラム村で

の調査体験に則して論じたものである。

(2) 「南インドのイナーム村についてベーアピ

ニマンガラム村の事例を中心に一 -_J （松井透編

『インド土地制度史研究』東大出版会 1971年所収，

以下拙稿Eとして引用）一一これは同村の歴史的

な背景を，イナーム村という土地行政制度との

関連で検討したものである位1)0

(3）“Village Community and Paddy Agricul-

ture in South India-A Case Study of 

Abinnimangalam Village－一－，＇’ （TheDeve-
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loping Economies, Vol. X, No. 2〔June1972〕，

以下拙稿置として引用〉一一この論文では，水稲

作を中心にナンジャ地経営（濯j慨農業〉の独自な

性格を解明しようと努めた（注2）。

本稿はこれらの報告の総編をなすものであり，

ナンジャ地経営，プンジャ地経営（非灘瓶農業）お

よび畜産経営の3部門にわたる個別農家の営農と

カースト的分業体制のもとにある村落経済との関

連性を考察することをめざしている。もともと，

アピニマンガラム村の実態調査は，スリランカ共

和国（セfロン）における茶およびゴム・プランテ

ーシヨンに凶まれた米作劇寸との比較研究の一環

としてfrなったものである。アピニマンガラム村・

の位置するムスリ郡を中心にして， 1830年代以降

多くの移住労働者がセイロン島の湿潤地帯（Wet

Zone）にあるプランテーションへ出稼ぎに行って

いる。このことが調査地域を選定する重要な基準

であった惜3）。しかし，移住労働者の問題は英国

の械民地政策を含む多くの側面から研究する必要

があるため。本稿の論述の枠外におき，別の機会

にあらためて取り組む予定である。さしあたって，

セイ υン島のプランテーション農業とその周辺の

農村経済については，次の二つの拙稿を参照され

f乙U、。

(4) 「セイロン島におけるプランテーシヨン農

業の成立」 （『アジア経済』第5巻第1号， 1964年

1月所収，以下拙稿Wとして引用）。



(5）“The Rural Economy in the Wet Zone 

of Ceylon”（アジア経済研究所所内資料， 1967年l

Jl所収，以下拙稿Vとして引用）。

（注 1〕 『東ff文化』第50・51合併号（1971年 3}J〕

に同じ表題で発ぶした，i命文にす＇； --1・子を bllえたものであ

る。

(i::!; 2) 『プシ ・n王I斉』第12主主第8号（1971年 8JJ) 

に発表した「片Jインドの村落と米作農業一一一アピニマ

ンガラム村の事例研究』という表題で発表した論文を

昌きあらためたものである。

Ci:主3〕 調査村山選定基準につL、＜ d,t/11稿illl42ヘ

ージを参照。

I プンジャ地経営の特徴

アビニマンガラム村では，農業といえばそのま

まナンジャ地耕作を意味するほど， i雀i既地の占め

る比重が大きし、借り。しかし，耕地面積は，非瀧

概地であるプンジャ地の方が圧倒的に多＼－＇。この

地方の食事文化は，米飯にカレーをそえる形をと

るのが普通であり，大ざっぱにいって主穀はナン

ジャ地で栽培し，カレーの材料をヌ。ンジャ地で栽

培する。前者が剰余を市場で売るために生産され

るのにたいして，後者はその多くが自家消費用に

生産されるともいえる。

収穫がその時々の気象条件によって決定的に左

右されるという事情は，農業経営におけるフ。ンジ

ャ地の役割を副次的なものにとどめている。－，・ン

ジャ地経営の不安定性は，その保有面積の把握を

も不確かにしている。徴税を担当寸る政府も，村

の耕地の所有者たるイナームダー／レも，経常の主

体である耕作農民も，土地改革が実施されるまで

プンジャ地所有を重視しなかったからである。ム

スリ郡徴税事務所で課税地として査定されていた

デンジャ地面積は， 1259.57エーカーであり，ナン

ジャ地面積のほぼ10倍であった。しかし，この数
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字は，プンジャ地農業を行なうことが可能な土地

というほどの意味であり，現在耕地として利用さ

れているプンジャ地面積を示していなかった。イ

ナームダ－；レのために地税の徴収を代行していた

在村の徴税人であるカルナムの手もとに保管され

ている台帳によれば，村民によって保有されてい

るプンジャ地面積は， 699.13エーカーであった。

プンジャ地からのイナームダールの徴税額は，こ

の面積を基礎にしていたものと思われる。筆者の

調査によるプンジャ地保有面積は， 581.72エーカ

ーであった。最終的なフ。ンジャ地所有面積の確定

は，土地改革の謄本の発給を待たなければならな

いが， 600エーカー弱という数字は，慣行上の保

有面積を示しているといってさしっかえなかろ

う。ナンジャ地と違って，村外の農家がアビニマ

ンガラム村のプンジャ地を保有したり，耕作した

りすることは比較的少ない俗2）。同じ程度の土地

条件の可耕地は，近隣の農村にも広がっているか

らである。適当な管理人がない状態で放置されて

いる移住労働者のフ。ンジャ地は，上記の保有面積

に含まれていない。

581.72エーカーのプンジャ地のうち， 1966← 67

年には101.9エーカーが耕作されていなかった。こ

の年度の特殊な現象ではなく，毎年5分の 1前後

のプンジャ地の耕作が放棄されているということ

であった。その主な理由は入手不足である。プン

ジャ地の場合，耕起・施肥・播種という農作業を

いくら丹念に行なっても，過剰もしくは過少の降

雨のため収穫が皆無に終わることが珍しくない。

そのため，農家は麗用労働力や農業資材の投入を

極力抑え，自家労働力以外の生産費を圧縮しよう

と努める。

1966-67年度に村で栽培されたプンジャ地の作

物は次のとおりである。混作や間作が行なわれて
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いるので，作付面積を単純に比較しても意味をな

さない。

(1) 黒モロコシ（chencholam) 

この地方では最も広範に栽培されている典型的

な乾地用作物。栽培期聞はナンジャ地に作付けら

れる自モロコシ（95日間）より長く， 135日を要す

るが，面積当りの収量はナンジャ地の4分の lか

ら3分の lである。作付面積は128.5エーカー，収

量は匁3袋（ 1袋＝48-c,ドラス・メジャー）であった

（注3）。 1966年は異常に降雨量が多く，そのため収

量が著しく少なかった。普通の年であれば村全体

でおO袋が販売されるのに， この年はほとんどの

貴家が自家消費分しか取れなかったといわれてい

る。

(2) ワラク（varaku)

これも雑穀の一議で，学名は paspalumfru-

mentaceumo続格・期間は約140Hである。 6:・L5エー

カーに作付けられ，収監は186袋であ，fこu

(3) クンブ（kumlm)

北インドのパジラ（bajra）と同種の雑穀で，この

村での栽培面積は21エーカー，栽培期間は約851'1

であった。

(4) トワレ（tuwarni)

主要な蛋白源であるカレー用の豆。黒モロコシ

と混作されることが多く， トワレだけを栽培して

いる面積は， 18.5エーカーであった。

(5) モッチャイ（mocchai)

豆の一種で若いうちはさやごと食べられる。こ

れもワラクや黒モロコシと混作されることが多

い。モッチャイだけの栽培面積は21エーカーであ

った。

(6）タッタイ（thattai payaru), パーシ句asi

payaru），ナリ（naripayaru），コッル（kollupayaru) 

一一--53エーカー
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いずれも豆科の植物で，たいていの農家で栽培

している。食用としてだけでなく，飼料としても

利用される。

(7) ゴマ（ellu) 19エーカー

食用油の原料であり，少しずつ自家用に栽地・さ

れている。

(81 落花生（kadarai) 28エーカー

ナンジャ地用（105日）とプンジャ地用（135fl) 

のニつの品種がある。村では後者だけである。こ

のほかの油性種子として，びましとからしなが問

植されてU、た。

(9）裁菜

住宅が村の中央に密集していて，宅地に付属し

た菜闘を持つ余裕がない。上層カーストの場合，

パパイヤやバナナなどの若干の果樹を屋敷に植え

ているどけで，ナス， トマト，キュウリ，サツマ

イモなどの鵡菜類はプレジャj也でつくることにし

ている。一下層カーストは狭い宅地の一部を菜園に

している。

(10) 制料植物

上記の作物に利用されていないプンジャ地で合j

料や牧草が育てられている。これには播種と収穫

以外の労働力がほとんど不要であるといわれてい

る。

第 1去はプンジャJ也に作付けられる主要な作物

全とりあげ，その概況をまとめたものである。異

常気象による不作の年という事情があったとはい

え，械情面積や収量は実数よりも少ない数字にな

すている。平年｛乍の収量と1966年の販売量は，各

農家の答を集計した数字ではなく，パンチャーヤ

ト委員や村役人の推計によっている。この表から，

アピエマンガラム村におけるプンジャ地農業の性

格や位置を理解することができょう。すなわち，多

様な作物がみられ，村の食糧生産にとって非常に
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第 1褒主要プンジャ地作物の概況

殺府 i百積｜終始農家収 量収 量販売量平均単価
（エーカー） （戸 数） (1966年） （平年作） (1966年） (1966年）

1. 黒モロコシ 128.5 117 
2. ワ 7 ク 63.5 6:{ 

ク ン 戸／f 21 28 
4. ワ レ 18.5 98 

5. モーッチャイ 21 54 
fi. 夕、ソゲイたど 月：1 り5
7. コ、 r♂ 19 [i 

8. 1存 ,It 29 7出

{ 、I :l5:l.5 

(i't) 1袋＝0.5カラム＝48＇＜＇ドラス・ 1ジャー）

第 2表 !JlI即jlj－；＇ンジ γJ出所イイ環家数

(.l)t{,'.r:：エーカー〕

0 0. 5 ・ l -1. fi 2 ・4 7 7以上計

カテゴリー 1 I 2 2 9 2:l 25 17 79 
カテゴリー110 7 0 6102  126  
カテゴリ－ill 5 8 3 2 9 o I ZR 

合計 6 17 5 17 42 27 19 l:l::l 

G上） カテゴリー Iはヴ E ラーラなど四つの先進的

カースト。カテゴリ－rrはガウングーなど11の後

i箆（t'」カースト。カテゴリーillはパラヤンどシγ ケ

リヤンの「不可触賎民」カースト。

需要な部門ではあるが，商品化される率が低く自

家消費もしくは農業労働者Lへの現物給に用いられ

る。そのため，この部門に依拠して蓄積し，経営

の拡大に乗り出そうとする農家はほとんどない。

第 2表は規模別ブ。ンジャ地所有農家数を示した

ものである3 村・の支配的なカーストであるヴ工ラ

ーラを中心とするカテゴリーは，子供たちに土地

を相続させてしまった老人や寡婦の世帯を除くと

実質的にはすべての世帯がフ。ンジャ地を所有して

いる。それも大半は 2エーカー以上である。村の

住民によって所有されているプンジャ地の 4分の

3を越える453.05ヱーカーが，ヴエラーラの所有

地である。このうち91エーカーが耕作放棄されて

いる。 60歳以上の老人と女性の労働力が存在する

233袋 450 。 RS.40. 
386 350 so 20. 
1:1 20 5 48. 

103 100 5 50. 
:l5 40 s 65. 
67 120 5 48. 
12 30 65. 

248 350 20 40. 

／ゴげの‘あるヴエラーラ農家の場合， H雇いの農

業労働者に頼りながら，かろうじて 5エーカーの

プンジャ地を耕作していたが，残りの13.5ヱーカ

ーは完全に休耕を続けている。耕作したプンジャ

地のうち， 2ヱーカーは黒モロコシとトワレの混

作， 1エーカーは落花生を栽培していたが，入手

不足のため2エーカーは手間のかからない飼料用

の豆科植物を播種するのが精いっぱいだったそう

である。休耕にしないまでも，プンジャ地の一部

を荒し作りにしている農家も少なくない。

これに比べて，後進カーストの集団であるカテ

ゴリーHの農家では，プンジャ地を休耕にしてい

る農家は2戸にとどまり，その面積も計2エーカ

ーにすぎなかった。もともと所有規模そのものが

小さいことと，後述するように近年になって耕地

を取得した農家が多い，という事情もある。プン

ジャ地を休耕するヴエラーラ農家の多くは，耕作

に必要な基幹労働力にみあうだけの農地を取得し

たのではなく，相続によって能力以上の農地を所

有することになったからである。

「不可触賎民」と呼ばれていたカーストからな

るカテゴリ－illの農家は，ナンジャ地を所有する

ことはできなかったが世4), 4分の 3以上の世帯

がわずかながらでもプンジャ地を所有している。

ラ



長年グエラーラの営農を補助するために労働する

筋肉のかたまりであるとみなされてきたパラヤン

．カーストが村の土地に対して所有者としての権

利を持つに至ったことは，その発言力を強化して

いる。ヴエラーラたちにとっては，インジャ地所

有の経済的な価値以上に，村落秩序への挑戦であ

ると受けとられていたようである。 「賎民jカー

ス卜にプンジャ地を売ったり，あるいは売却のあ

っせんをしようと試みるものがあらわれると，ヴ

エラーラの有力者たちは極力それを抑制しようと

努めたといわれている。

カテゴリー皿のブ。ンジャ地所有農家の聞でも，

1966年に 5戸が計8.5エーカーを休耕にしていた。

しかし，とれはヴエラーラの休耕と違って，播種

後に大雨のため種子が流れてしまったので耕作を

放棄したケースや，耕地イじすることが悶難な荒地

を買ったのでそのまま放置しているケースばかり

である。

ブ。ンジャ地の土地条件が悪く，安定した営農を

期待できないので，ナンジャ地では広く行なわれ

ていた分益小作制は一件も見られなかった。しか

し，カテゴリ－IIおよびEに属する世帯がすべて

プンジャ地を所有しているわけではない。彼らの

うち，フ。ンジャ地を経営するのに必要な男性の某

幹労働力を欠いている場合はしかたがないが，主

たる所得の源泉を賃労働に求めている者でも，家

計の補助のため若干のフ。ンジャ地を耕作しようと

する。カノレ・オッダーやパラヤンなど下層カース

トの土地なし労働者に対して，余分のフ．ンジャ地

を持つグエラーラたちが， 名目的に借地料（エー

カー当り，年に2.5～5ルピー〉で劣等地を貸してい

た。このような形でプンジャ地を耕作している下

層カーストの農家は，1966年に 4戸存在していた。

借地の規模は 1エーカーから 4エーカーの聞であ
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る。これらの事例は貸し手の経営に必要な労働力

を容易に確保するための手段として，日頃から関

係の深い特定の農業労働者に貸すという性格が強

いので，借地料の取得を目的とする本来的な小作

制度とは区別されねばならない。この方式で特定

の農業労働者に対する支配力を強めることは，他

のヴエラーラの利害と競合するため版界がある。

他方，借り手の方からいえば，石ころや木の根を

除いて整理し，ょうやく可耕地として普通に作付

けできるようになった年をみはからって，所有者

が自分で耕作するという理由で取り戻すことがあ

り，いくら安い借地料とはいえ，安心して開墾労

働を費せないという不満があった。事実，未耕地

を可耕地にしたところで，地主にフ。ンジャ地を取

りl二げられたケースが過去にくり返されたので，

パ弓ヤン・力ーストの農業労働者の間では，この

方式で借地するより借金してでも 7＂ンジャ地を寅

おうとする傾向が強かった。

土地改革を契機にイナームダールの所有になっ

ている未耕地を，フ。ンジャ地をもたない村民に払

い下げる方針を政府が明らかにしていることもあ

り，遠からずブ。ンジャ地の「小作jはこの村かム

姿を消すものと予測されている。

ブ。ンジャ地農業に化学肥料を投下する農家はな

い。化学肥料の効果は 1年限りであると考えられ

ているので，気象条件によっては収穫皆無になる

恐れのある農地に用いることがためらわれるので

ある。パッティと呼ばれる山羊または羊の畜糞に

よる施肥（後述〉を除くと，エーカー当り牛車1～

2台分の堆肥を施すのが最も普通の形態である。

このほか，プンジャ地での営農には耕起のため

の一対の去勢牛と型，他の農作業に使う若干の種

類の農具が必要である。しかし，これらはとくに

プンジャ地農業にのみ必要なものではなく，ナン



ジャ地用の牛や農具と同じである。したがって，

プンジャ地農業を続け，拡大してゆく上で圧倒的

に重要な役割を果たすのは，人聞の生きた労働で

ある。先に述べたように，男性の基幹労働力を欠

いている農家がフ。ンジャ地経営を継続することは

悶難である。 2頭の牛に方＇lをひかせる耕起作業に

はどうしても男手が必要であり，そしてこの作業

を雇用労働力だけにゆだねることはできないと考

えられているからである。たいていのプンジャ地

作物は，播種前に少なくとも 2回の耕起（落花生の

場介は；1～4同〕を要するので，成年男子が l人し

かいない農家では，カイマートと呼ばれる手間替

労働恨むか， 2頭の牛と型と 1人の男性労働力を

けンセットにして 1日当り 61レピー支払う雇用労

働力か，のいずれかにたよらなければならない。

耕起と脱穀以外の作業はおおむね女性労働力で

も可能であり，多くの場合その方が望まれる。女

性の方が低賃金だからである。プンジャ地とナン

ジャ地という作業場の違いが，賃金格差をひき起

こした事例はない。かなり広い地域にわたって一

定の支払い基準ができていて，フ。ンジャ地の賃労

働にもそれが適用されてるのであるほ6）。ただし，

ナンジャ地での賃金が現物で支払われる場合は，

籾，シコクビエ，自モロコシなどの穀類が用いら

れるのに対して，プンジャ地での現物賃金には，

同量の黒モロコシや豆類などで支払われる。一般

に労働の密度はプンジャ地の方が軽いというのが

多くの労働者の戸であった。

上層農の年躍であるパンニヤノレとカイマート以

外の，プンジャ地雇用労働力は次のとおりであっ

た（1966-67年〉。

(1) カテゴリー I

プンジャ地を耕作した73戸の農家が，例外なく

多少なりとも日雇労働者（パディヤル）を雇用して

南インド村落の農業経済

いる。その累計は，男635人日と女2865人日であ

る。加えて性別は不詳であるが360，レピーの現金

と192メジャー（2カラム〉の穀物が，パディヤル

のフ。ンジャ地労働に払われている。

(2) カテゴリ－ II

プンジャ地経営農家29戸のうち 3戸を除く 26戸

が，延べ男67人日と女289人目を雇用しさらに294

fレピーの現金と48メジャーの現物を賃金として払

っている。雇用労働力を必要としなかった3戸は，

家族内に複数の成年男子が存在するか，または作

付面積が非常に小さかったからである。

(3) カテゴリ－III

29戸中18戸がパディヤルを雇用した。その内訳

は男88人日，女130人目，性別不詳の賃金が156，レ

ピーと24メジャーである。雇用労働力を必要とし

なかった農家が多いのは，経営規模が小さいこと

と，劣等地が多く支払う賃金にみあうだけの収量

を上げにくいことである。

全体として，各農家から得た麗用労働力に関す

る答は，実際よりもやや少ないと思われた。自家

消費が中心の作物であるため，極力生産費を圧縮

しようとしているにもかかわらず（L,かも異常気象

のために栽培をとりやめたり，中断Lたフ．ンジャ地が少

なくなかった年でさえ〉，最小限これだけの雇用を不

可欠としたことは，アピニマンガラム村における

営農が，家族労働力のみで自己完結的に行ないえ

ないことを意味している。下層農家ほど雇用労働

力に占める男性の比率が高くなるのは，耕起用の

牛と型を所有していなャ農家が多いからである。

畜産，石工，大工など耕種農業以外の部門を主

たる収入源とするカテゴリ－IIや，農業賃労働を

主要な収入源としているカテゴリ－IIIの村民が，

家計を補助する部門であるはずのプンジャ地耕作

にさえ，このように雇用労働力に頼らざるをえな
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い。カイマートがどれほどの規棋で行なわれてい

るかを正確に把握することは困難であったが，下

層カーストの場合，藩用労働力に匹敵するスケー

ノレで相互に労働力を交換しているようであった。

カイマートをも経営外の労働力とみなすならば，

この村ではナンジャ地轟業のみならずっ。ンジャ地

農業もまた，｛開店lj的な家族経営であると，，，］時に村

落内部の相互依存体制の一部であるともいえよう

比聡的にいえば，パディヤルがパディヤノレを雇う

という関係を不可欠とするような，生きた労働の

交換による協業が，アピニマンガラム村における

プンジャ地農業の生産水準を支えているのであ

る。

主要な耕一部門であるナンジャ地農業における

協業が，ヴ 1 ラーラの有力者を頂点とするヒエラ

ノレキーによって統合されているのと比較して，プ

ンジャ地農業の方は相対的に水平的な統合が強い

ということも可能である。プンジャ地所有の意識

はプンジャ地そのものの価値より，地下水を揚水

する施設をもうけることによヮて，ナンジャ地化

する可能性にあるといわれている。とりわけ，ナ

ンジャ地を所有しない下層カーストの願望は強

い。プンジャ地のナンジャ地化を果たすことによ

って，村内ヒヱラノレキーの階梯を一つ登ることが

できるからである。いいかえれば，ナンジャ地農

業の優位性と，グエラーラ・カーストがそれを支

配することを通じての村落秩序の維持は，広範な

水平的統合のもとにあるプンジャ地農業の存在に

よって支えられているのである。

〈注 1) ブンジャ地とプンジャ1也については拙稿II'

254ベージの注8を参照。ただし，アピ ・，ンガラ J、十；の

ナンジャ地は，マーナワーリ manawari 三も呼ばれ，厳

密な意味での譲渡地ではなく，濃瓶地と非謹海地内中間

的形態である。

（注 2) 土地改革後に隣村のネノL←記念、大学（Nehru
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Memorial Art College）の校布地として約8エーカー

の未耕地が寄付されることになっていた。

（注 3) この地方では！被長の科積単位として，カラ人

(kalam），マラッカノレ（marakkal），ワッラム（vallam）な

どが用いられているが，これらは同じトリチッラパッ I)

I,¥＼内でも‘主Eしていないので，本怖ではタミル・：I・ ード

印 JH<I）校時I:(内な’frf1~ ljt(,'1 ': I cっているマドヲス・メジ 1・

（パデイ］削Ii.1- i，』1 'J naliと1,t 、ぅ〕に換算 lて

ん，Ujるこ止に Lfこ1バジャー＝］似h・f)jインチ主主1.-1-1 

クオト 1・今1.639cc （籾E約1.2kg，米でがH.4kg)

( i-1: 4 ) !:ll ff:i血 15：！ベ－ ;: v,Zj'./3｝.こを参Ni。

( i ]' 5 ) Kaimat.これはスサヲン力内治）＇ i'・j也）jり村で

lぶ： 1J・なわれているカイヤー（kaiya）土＇Ifl.f). lる fll¥Jf'¥'

労働ト！王 if(,占l《↑慣れである。制II荷IV 20-'21ベ』ジ参

照。

(1主6) 村内山農業労働苦に年Iナる賃金力支払，＼l;;i!H:

／〉いてLH/1:稿田 159-160ベージ？を参照。

ll 商産と －wト種農業

ナンゾャ地農業およびデンジャ地農業左左もに

重要な農業部門は資産である。この地方の農業の

3本柱の一つであるというだけではなく，先のぶ

つの耕種部門の営農と分ちがたく結びついてい

て，畜産を欠いた水稲作や乾地農業は想像するこ

ともできないほどである。

アビコマンガラム村で飼育されている家畜の種

類は、－to-，水牛，山羊もしくは羊（注1)，ニワトリ

およびブタである。支配カーストであるヴエラー

ラの意見によれば，これらの家畜にもi争・不浄の

序列がある。最も尊ばれているのは牛である。次

は上記の順で，最もけがれた汚い家畜がプタだと

いわれている。調査期間中に，ヴエラーラの老人

が牡牛の角で突き殺されるという事故があり，筆

者はその葬送の儀に立会う機会があった。その場

にいた人たちは， 「他の死に方をするより，牛の

角にかかって死んだのは不幸中の幸いだったJと

おくやみの言葉とともに話していたものである。



市インド村ti惇の維業経済

第 3薮 H＂）家畜と斜；！波書提言女数

牡 牛 ヰヒ 斗：t ｛子

A B I A ' B A , B 

カテゴリー I 4:¥ 99 40 fi6 :H 
カテゴリーH 7 13 日 12 ：’』) 
カテゴリ－Ill 12 2:1 9 10 10 

｛、I 62 1:i5 fi8 78 49 

(/JJ 二ワトリ l.t(iカ月以上1&'¥'fLたもωのみ内

村で一帯主大きな寺院であるマリアンマン・ゴー

ヴイ／レのかたわらに建てられている石碑は，この

村がイナームダールに施与されたことを記してい

るが，実I］文の末尾は「この慈善を妨げる行ないを

する者はすべてカーシーで牝牛を殺害した者と同

じ罪人となろうj と結ばれている（注2＼客人に対

しては牛糞で浄めた食器でもてなしながら，ヴエ

ラーラの老人たちは「ニワトリやブタがいるとき

たならしくて困る」となげいているのである。

第3表は村内で‘飼われている家畜の、・覧であ

る。これによヮても，牛を飼育するのはと層農家，

山羊は中層農家，二ワトリは下層農家に多いこと

がわかる。農村経済に占める家畜の重要性という

i，（から判断すると，やはりヴエラーラの伝統的価

値観による序列づけとおおむね一致する。家禽の

i争不i争という守ー見して荒唐と思われる序列も，現

実の村落生活とは無関係な，教義上の観念の産物

であるとばかりはいいきれない面を持っているの

である。

次にそれぞれの家畜が，村の農業経済にどのよ

うな位置を占めているか検討しよう。

牛や水牛が農業生産に果たしている役割は，牡

牛と牝牛では全く異なる。牡牛が主として労働手

段となるのに対して牝牛はもっぱら労働対象であ

る。両者に共通している点は燃料（牛糞〉を供給

すること，シャクリヤン・カーストの職人に原料

,19 
札】
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（シl

(A：飼養農家 B：頭数）

水 Jド 水牛のf子 山 羊 ニワトリ

A B A ! B A I B A i B 

42 70 22 24 19 59 
](i :10 fi 日 20 480 21 46 
JO 11 2 2 13 41 7:l 

68 lll 29 :ll 52 580 50 141 

（／炉心を提供することぐらいのものである。村

の牡牛はすべて去勢されていて，常に一対として

飼われている。井戸から地下水を揚げる作業、十

ンジャ地やデンジャ地を耕起する作業，穀物を岡

；場で脱穀する作業，牛車を引いて運搬する作業な

ど a対をなして使用されることが多いからであ

る。たまたま 1頭しかもっていなし、農家も例外的

に存在していたが，それはもう 1頭が死んだか，

手放されたかによってひき起こされた一時的な現

象である。ナンジャ地とプンジャ地耕作を安定的

に営むためには，少なくとも一対の牡牛を所有し

ていなければ、ならなし、。農繁期にはカイマー卜に

せよ，賃料を払うにせよ，他人の牛をあてにする

ことはむずかしヤ。他方，農業労働者であっても

力の3郎、一対の牡牛を育てとげれば，農家からj1子

がかかるのを待っている生活から抜け出す可能性

がひらける。その2頭の牛を使って賃耕や揚水作

業を引き受ければ， 1日当り 2倍から 3倍の収入

を得ることができる。また，ナンジャ地の分益小

作人になることも可能になるのである。

乳牛としての牝牛や水牛（牝〉は 1頭単位で飼

育されている。牝牛を飼う目的は，牛乳と育てた

f子牛とを売ることである。牝牛の場合は6頭，水

牛（牝〕の場合は 8頭が 1戸で飼っている最大数

であった。これらの多頭飼育は，年雇を置いてい

るヴエラーラの富農によって行なわれていて，家

9 



族労働力だけで営農している農家は I～2頭が持

通である。

村内に集乳を専門にしている人が住んでいる

が，彼はとなりのプタナンパッティ（Puthanampatti)

村を職域にしている。アピニマンガラム村の牛乳

は5マイルの距離にあるヴィーラニ（＼＇ eerani）村の

集乳業者が自転車で毎日集めにくる。グラーム・

パンチャーヤトがヴィーラニ村の業者に年額 10()

ルビーで集乳権を与えているからである。

乳価はメジャー当り0.8ノレピーである。水牛（牝）

の場合は少し高くて， lルビーであるGt3）。後者

の方が濃く，味もよいといわれている。平均的な

搾乳期間は8カ月で，その間 1頭当り月に20～50

ノレピーの収入をもたらすので，貧しいけれども労

働力に余裕のある農家に対して業者は，若い牝牛

や水牛（牝〉を貸与して育てさせていた。 この現

物形態のミルク・ローンを借りている農家は，筆

者の調査期聞に 6戸あった。返済も現物で，第 1

回目の搾乳期聞の乳量全部というきまりになって

いた。

村には交配用の雄牛がいないので，他村に求め

ていた。交配用の水牛（牡）はカル・オヴダー・

カーストの農家が飼っていて， l回につき 2ノレピ

ーの収入を得ていた。村には合計18頭の水牛（牡）

が飼われていたが，そのうちの16頭はカル・オッダ

ーの手に集中していた。彼らの伝統的な職業は石

を切り出し，運搬し，石材を使った建設工事を行

なうことであり，今日も受け継がれている。石材

の運搬には去勢牛よりも耐久力のある水牛〈牡〉

の方がよいとされていた。建設工事の注文がない

ときに，この水牛を使って穀物などの運送を行な

うのが副業であった。この方法で 1日働くと 3ル

ピーの収入になり，しかも農業賃労働よりは軽労

働ですむ。 2頭の水牛（牡）と牛車を手段とする

10 

この副業によって，カル・オッダーたちは 1戸当

り年間100～300；レピーの収入を得ていた。

通常家畜の世話をするのは，農家の子供の日課

の一つであるが，水牛についてはガウンダー・カ

ーストの村民が， 42頭をまとめて村の共同放牧地

に連れていくことにしている。この牧人は 1人暮

しの気楽さもあって，本来のガウンダーとしての

仕事より水牛の世話を選んだそうである。彼は 1

頭につき月に 2.5メジャーの穀物を受け取るとい

う契約でこの住事を引き受けている。水牛を飼っ

ている農家（とくに子供がいないか，いても通学させ

ることを選んだ農家〉は， それぐらいの負担で済め

ば助かるというのである。

村の山羊の 8割を占める 459匹が，カテゴリ－

Hのガウンダー・カーストによって所有されてい

る。このカースト以外の農家にとって山羊を飼う

目的は，肥育して食肉用に売ることである（1匹

20～40ルピーλしかし，ガウンダーにとっては何よ

りもまず，一定の農地を囲って施肥（パッティ）（削〉

する手段としての山羊である。 100匹の山羊を

昼夜1エーカーの耕地にとどめておくことが，土

地所有者との契約の単位であり，その報酬は穀物

1.5袋である。特定のガウンダーが7～8戸の農

家の土地に順序よくパッティを行なう（2～3年に

一度）慣行ができていて， 組合せがほぼ固定して

いるため毎夜間違いなく 100匹が囲いの中にいる

かどうかを確認しにくる農家は少ない。雨の日以

外は継続して山羊の世話をし，夜も聞場で過ごさ

ねばならず，相当な重労働である。若い世代には，

この仕事をやめてナンジャ地農業に移りたいとい

う芦が強い。 1967年現在， 9戸のガウンダーがこ

の仕事に従事していた。前年の大雨と天然痘〈山

羊の）の流行のため，多くの山羊が死んだので100

匹以上飼っている世帯は 1戸だけに減少し，残り



のガウンダーは山羊の数が 100匹に増えるまで五

いに融通しあって，この伝統的な施肥を続けてい

た。

山羊の群に天然痘が流行することは，ガウンダ

ーにとって大きな打撃であるが，彼らはむしろこ

れを将来の関連の啓示と受け取り，神に感謝する

ため12マイル離れたサマヤプラム（Samayapuram)

村にあるマリアンマン寺院へ参拝に行く (11:5）。こ

れはガウンダー自身が天然痘に擢病していても，

行くべきであると語られていた。ことし 2年はガ

ウンダー・コミュニティにとって不幸な事態が続

いているけれども，過去10年聞を全体としてみれ

ば，彼らの経済条件は著しく向上している，とい

うのがヴエラーラたちの見解であった。育てた山

羊の販売とパッティの報酬だけでなく，農地を小

作したり，購入したりして耕種農業に進出してヴ

エラーラの地位をおびやかしはじめたというので

ある。ガウンダーの方からいえば，自分たちの生

活を山羊の群の盛衰だけにしばりつけておきたく

ないのである。このようなガウンダーの意欲的な

試みは，ある程度まで成功して耕地を買叶たり，

家屋を改築している農家が増えているが，同時に

このカースト集団の分解傾向もみられる。上昇し

てグエラーラと同じような農業経営者になるか，

下降してはだかの生きた労働以外何ももたないパ

ラヤンと同じ農業労働者になるかである。

あるガワンダーの老人（60歳）は， 4年前からパ

ッティの仕事を続けられなくなり，後継者もいな

いので一度に山羊の群を売り払い，近所の 9戸の

ガウンダーの山羊の番をして 113 1メジャーの穀

物をもらって，かろうじて生計をたてている。経

営内に成年男子労働力を欠くと，ガウングーの場

合も仲間の扶助に頼って生きてゆくよりほかない

ようである。個体としてライフ・サイクJレがもた

南インド村落の農業経済

らす老後の窮乏を救う最善の道は，アピニマンガ

ラム村のような農業社会にあっては，壮健な男の

後継者を得ることである。ヒンドウたちが，どの

カーストに属していようとも，男の子の誕生を待

ち望むゆえんである。

養鶏は自家消費用の卵と肉を得るために小規模

に営まれているにすぎない。最も多く飼っている

農家をみても，わずか10羽である。上層カースト

（とくに老人〉には，菜食主義者が多く，そのため

食用以外に役立つことのないニワトリの飼育を嫌

う傾向が強い位6）。しかし，日頃貧しい食事をし

ている下層カースト（貧しいヴエラーラも）にとっ

て，鶏卵や鶏肉は貴重な蛋白源であり，少しでも

労働力に余裕があれば，自宅の一角で飼うことに

しているようであった。このような零細なもので

はなく， トリチッラパッリ市の市場向けに数百羽

単位でニワトリを飼う計画をたてているヴェヲー

ラの有力農家があった。その計画では養鶏専任の

労働者を雇うことも含まれていた。これが実現し

たとしても，牛や山羊のように畜産が耕種部門の

農業に有機的に総合される見通しはないが，村の

上層カーストの養鶏を見る眼は変化すると思われ

る。

村の畜産の最後に養豚がある。 1965年までは約

60頭のブタが，井戸掘りカーストであるマン・オ

ッダーの副業として飼育されていた。しかし，1967

年の初めには， 2戸が計5頭を飼っているだけだ

った。 1965年3月のグラーム・パンチャートで，

放し飼いになっているプタを見つけしだい屠殺す

る，と決定されたからである。プタは水のあると

ころを好み，放し飼いにするとすぐに水田に入り，

水稲を荒らすというのがヴエラーラの言い分であ

った。

近隣の村を訪ねてもプタはほとんど放し飼いさ

I I 



しかも必要なときにはいつでも市場で売却でき

る。価格が長期的に安定している点も長所である

れている。等用の広い畜舎を建設することは，

ン・オッダーにとって不可能であ D，宅地内で飼え

-, 

る少数を残して売却するよりほかなかった。養豚

村－民が 1年間に売買する家畜の数を正確に把握

するには，調査期間が短かすぎたが，その概数を

つかむことはできた。 1966年の取引は第4表のと

むしろヴは耕種農業に寄与するととろが少なく，

にラーヲの主張するように対立する側面のJiがた

とくにアピコマンガラム村のバレノきいとしても，

・H おりである。山羊とプタの販売数が多いのは，チ γーヤトでとのような決定がなされるに＇￥－ Jた

ワンダーとマン・オッダーとがう官り急いだせいで

ある。

冠婚葬祭や子供の教育のためのたくわえという

機能をもっている家畜は，不時の出費による農家

経済の破綻を防ぐという限りでは，他の貯蓄手段

いま

だにテレグ一言討をifiしているマン・オッダーとい

ろ少数グループに上つて飼われ・ていたからであろ

う。マン・オッダーがとの村に定者した時期は市人

たちも思い出せないほどの昔（少なくとも70，同年

アーンドラ地方から移住してきて，!tHWは，

このストックは生きてい

たえず家畜の世話をする労働力を必要と

一定の労働力がこのストックにセッ

しかし，と同じである。

るため，

農業用の井戸を掘るという仕

する。もし，

たちまちにしてストックとトされていなければ，

この点におい

て‘他の資本ストックとは著しく異なっているの

である。換言すれば，適切な維持管理の労働力を

事の性格もあって村内の発言力が弱く，井戸の発

注者でもあるヴヱラーラの有力農家の意向に反対

することができなかったのである。筆者が1969年

に再訪したときには，村内には l頭のブタも見F》

れなかった。

以上でこの村の商産が，耕種部門の農業といか

に街接に関連しているかが明らかになったことと

以上古のであるが，

しての価値がゼロになってしまう。

この形での貯蓄手段を利用するこ欠いた農家は，

とができないのである。

ひるがえって考えてみれば，適切な維持管理の

スト

ックがストックとしての価値を失ってしまうとい

アビエマンガラム村の場合，農家経済

より本来的なストックである農地につ

ための労働力と組み合わされていなければ，

経済におけみストヴクとしての家畜の窓義を指摘

しておきたL、。

家畜は字義どおり生きたストッケであるため，

年々順調に生育していけば，農家に→定の所得（フ

この節を終えるにあたって，農家型、う。つぎに、

う事実は，

この点は，すで

にとって，

いても，同じようにあてはまる。

と同時に流行病にかかって損

しかし．

そのよう

失をひき起とす可能性もはらんでいる。

家畜が生きたストックであるゆえんは，

ロー）をもたらす，

にくり返し強調していることであるので日SJ，次

成獣の価格

400～800ノレピー
300～500ルピー
300～500ルピー
20～50；レピ｝
50～60｝レピ｝
3～ 5Jレピー

家畜の売買とその価格（1966年〉

数入購撒
－

ω山
町
山
田
町
却
∞

づ

7

4

1

販
『

一
牛
牛
牛
羊
タ
リド

a

0
5
5
0
0
0
 

4

1

2

5

5

 

第 4褒

ワ

牡
牝
水
山
ブ
エ

な側面にとどまらず，農家にとって重要な貯蓄手

段になりうるという点にある。農家余剰を徐々に

蓄積する手段としては，貴金属や現金なEの形態

が存在するが，営農規模を徐々に拡大しながら，

同時的に貯蓄するには最も適切な手段である。大

小さまざまな種類の家畜を選択することができ，
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f(r'jではかかる農地が村民間をどのように移動して

いるかにつし、て考察を続けよう。

Ci i' l) こnJ[iJ.)jv,111午モ不との外比一IJ> i'( 'io¥, t 」I'

ti1;i：’トさ L、。 111i/'.I tグ八ンパ（kurumba),1-走行l：七〆

ソ＇i(semmari）とい、Jl.'il iiの十：柄、そ止 j ているが， II

'i1i¥"1刊に［土｜町高 ））総称である 7ード 1ツ（adu)・c-11、Fはれて

し乙。 1111んとも［，；］じ 1昨山， 1 ，－~ .時いノlf(し，！判i'i'.J・.と

くに1-{}Jl］する必；：！l!はないと＇ .• ! ）れミいた。

（トl:2) til¥l¥Ci U 253ベージ。

Cl:3〕 、九日与， -, ：－＂ラス di』こ;t＿；げる寸＂ltini：土， 牝’｜ー＼

リットルちり2.25＇レピー，ノド＇ I:(1t) こ2.75ルヒ一三

h ., tニη

(ii: 4）打！＼柄m 161 162べ－ ：.，。

(il: 5) ・)_ii'天然fif.（こかかれば叶うy( I免；！とがC，う斗

』パ》， t:LKJh 繁令がずっ’I＇.~ lL ,-:, i Jltこある， とl 白 l.L 

うl：向f釈す一 ξ，こと 4,・;: Jる。

(il: (j〕 ウェブーラ f：ちの菜食主点が伝統（l',J！よもの

／；，，小ン入グ，； Jイーピー：／ョンレ＇）f,'i¥h'. cあらかに 1;IYJ。

(ii:7) ni::：：よとソこは， ι ソ卜 ＇） 」 J』 λ’｜寸さん λ

｜ノクてあら。

〔ii:8) Jill l,;;j I 1討 4リ.；＿←ン牛乙Jl./.i,o

国 昆J也移動と農家負偵

アピエマンガラム村以外の農地をやi内山・4者践が

購入したケースについては，すでに検討したので

〔Hl〕，ここでは村内の農地移動のみを扱うことに

する。

1936年のマ Fラス大農地法第：11欠改正：j：で，ア

ピ、ニマンガラム村における↓JH1，者の）畏地に対す心

情；利はい，》さい法的な規定を受けていなかった。

法的にはすべての権利がイサームダ bリレに与えら

れていたからである（ll:2J。しかし，村内の農地を

めぐる諸制度は今日とあまり違っていなかったら

しく， 1936年以前にヴエラーラ内部でナンジヤ地

とプンジャ地の双方とも購入した例や芳却した例

が記憶されている。第三者に対抗するため士地所

有権を登記することは不可能であ，〉たが，慣行上

l十jイ〆ド村落；｝） 農業経済

の所有地を転貸することも，抵当に置くことも広

く行なわれていたようである。しかしながら，土

地所有にかかわる問題を公的な裁判所で争うこと

はできないので，慣行上認められてし、るグラーム

．パンチャーヤト裁判所で解決されていたのであ

る。そのことから当事者は同じ村民であったこと

が推測される。

1936年から57年までの22年間は，イナームダー

ルであるタンジャウール県の寺院が毎年1月に耕

作権を確認する謄本の更新を行なっていたので，

これにもとづいて農地の売買が行なわれたという

ことである。 1957年以降土地改革が完了するまで

は，マドラス大農地（地代の減額）法にもとづいて

州政府がイナームダーノレの地代徴収を代行するこ

とになった。その紡＊；，謄本の更新は行なわれな

くなり，農地の売買は最後の勝本である1957年 l

JJ に発給されたものを基礎にして行なわれてし、

る。 .J:1也改革行政の最終過程で、所有権を怯1't'~ ，こ縦

必ずるライーヤト勝本が交付されることになって

いるが，それまでは所有権の移転ではなく， t)I：作

権の移転ということになる。この耕作権のもとで

民｜鋼主れている各種の小作制度から区別するため

に，本稿では土地改革を先取りした形で，イナー

ムダーノレの勝本保有農を農地所有者として扱って

いるυ 近隣のライーヤト村における同じ主地条件

の農地と比較しても11'.U;ll条件は変らず，土地所千j

機とし亡の尖質をと併iiえていると忠，いれるかんでdり

る。

1936年以降の村内農地移動を：一二つの時期に｜三分

したのが第 5表である。時代が古くなればなるは

ど，不正確なデーターになるのは当然としても，

購入事例の方が売却事例よりも多く記憶されてい

るのは，現在の所有地に直接結びついているから

であろうか。 1936～45年および1946～55年よりも

13 



第 5茨村内の農地移動
（単位：エーカー）

i 1936～45年 1946-55年 1956～66年五I・

IN  p N p N p N p 

i語人面積｜ …－－ ' -8 (2) 2. 7(4) ! 10-(3) I --0・9(1) 4 (3) 4・6(6) I 22cs) 
カテゴリー Ii売細積！ 1 c1) : 5. 9 c2) o. 9 c1) 11 c2) 1 1 c1) • 10. s cs) i 2. 9 (3) I 21. 1 c12) 

カテゴ…I鳳吋 b -0.9(1）→「 0.9(1) 一元）｜ 1 (1) 47.仰 1) 1. 9 c2) I 53. 5 c21) 
i売却面積｜ o o o o o o o Io  

一一＝~－ I 注入面積 i 0 均一！ -~ --- 3(2) ----. …（7). 0 I 15.8(11) 
1売却面積 O O O 4 (2) 0 0 4 ( 2) 

合 計 i購入面積 1 (1) 10. 9 (5) :~.6 (5) 印刷 I 1. 9 (1) ！位4（幻） 6.5(8) 191.3（幼）
1完封面積 1(1) 5.9(2) 0.9(1) 15(4) 1(1) 10.8( 8) 2.9(3) : 31.7(14) 

（注） (1) （）内の数字は件数を示す。

(2) Nはナンジャ地， Pはプンジャ地。

1956～66年の方が件数が圧倒的に多い。 20年前，

30年前の土地移動は，均分相続制のため再配分さ

れてしまっているとか，当事者が海外に移住して

いるというような事情のため忘れ去られているこ

とも考慮しなければならない。しかし， 1966年ま

での11年間に土地移動の件数が急憎した最大の理

由は，イナーム大農地（Inam酎匂te）の土地改革法

案が準備されるようになったことである（1963年

に成立）。土地改革の実施を見越したイナームダー

ルは，耕作者のいないプンジャ地を下層カースト

の農民に売りつけようとした。

これらのプンジャ地は大半が未耕地で，耕地化

するには多大の労力を要するものであった。その

かわり地価は，ヴエラーラの売るプンジャ地がエ

ーカー当りI仰～500ルビーもするのに対して， 50

／レピー前後ときわめて安かった。土地のt.;.U、貧し

い村民にとっては，絶好のチャンスであり，すぐ

に耕地化できる見込みがなくても購入する者が続

出した。このことが，先に述べたように下麗カー

ストの中にもプンジャ地を所有していながら耕作

しない農家をつくりだしたわけである。

同じ頃，家族労働力だけでは所有するプンジャ

14 

地を耕作しきれないヴエラーラの農家が，その一

部を売却しはじめた。かつてはそのような剰余地

を持つものがあれば，労働力と畜力に余裕のある

ヴエラーラ農家へ農地が譲渡されていった，とい

わft,ている。そして，ヴエラーラ・コミュニティ

全体で農地と労働力とのバランスがとれるように

循環していたようである。しかし，富裕なヴエラ

ーラ農家はそのようなプンジャ地に関心を示さ

ず，むしろ村外の（とくにカーヴエリ河沿いの）濯

蹴地を購入することをめざしている。村内でも，

ディーゼル・ポンフ。や電動ポンプの導入によって

自分のプンジャ地をナンジャ地化することに熱心

である。濯概のための施設をつくることによって

ナシジャ地化することのできない土地は，家族労

働力が老齢化すれば耕地として維持してゆくこと

が非常に困難であり，再び手放さなければならな

い。ナンジャ地化できれば，たとえ自分の労働力

で営農できなくなっても，小作に出すことによっ

て安定した収入を確保することができるからであ

る。

したがって，たとえ借金してでもナンジャ地経

営を拡大しようとする試みは，動力揚水施設を媒



介にして， 従来の耕地と労働力との悪循環（富農

からみて）の翰から離脱しようとする試みにほか

ならない。 これに対応してフ。ンジャ地の取得を契

機に，伝統的な職業である羊飼いをやめて， ヴェ

ラーラと閉じ農業経営者になろうとしているガウ

ンダー・コミュニティの動きがある。者いガウン

ダー農民の中には，父親から相続した畜群を売却

し全面的な転換をはかろうとしている青年がい

た。同じような動きは小規模ながらも， カノレ・オ

ッダー・カーストやパラヤン・カーストの聞でも

みられる。 1!1来のカースト規制にもとづく村落内

分業体制の枠を打破する道は，農地を取得するこ

とと高等教育による資格を身につけることであ

る。 どちらかといえば，カテゴリーEのiiカース

トが前者を，カテゴリー皿の諸カーストが後者の

道を追求しているようである。

！日体制を解体する契機は， このように上層力一

ストの側にも下層カーストの側にもみられるが，

後者の新しい動向に対する反発もある。ヴエラー

ラの農地をヴエラーラ以外の村民に売らないよう

に呼びかけたり， またイナームダールがフ。ンジャ

地を下層カーストに売ろうとするのを妨げてい

る， といわれるヴエラーラの有力者の行動が下層

第 6表 昔話 家 負 債

I対インド村務の農業経済

カースト住民の批判の的になっていた。

ヴエラーラのリーダーシ、ソプのもとに垂直的に

統合され，有機的に結合されていた諸カースト聞

の相互依存関係が，今後どのような変貌をとげる

か予測することはできない。 そこで不十分ながら

も農地移動を通じて現われてきた新しい動きが，

農家負債ではどのような形をとっているかをみる

ことにしよう。

インドの農民生活の窮乏を伝えるために， 「イ

ンlごの農民は負債をもって生まれ，負債の中で生

き，負債を残して死ぬ」と言われる。たしかに，負

債件数の多さと所得に比べた負債金額の大きさは

外部の観察者を驚かせるに十分である。 しかし，

第6表を詳しく検討すればわかるように，農家負

債の大きさは決して貧窮の象徴ではない。逆に，

相対的に豊かな，経営拡大をめざしている農家ほ

ど借金が多いという現象がみられる。これは戦後

の日本の企業と同じことで，経済活動が活発なと

ころへ融資しようとするのは， ある意味で当然で

ある。南インドの村でも，回収の見通しがたたな

い経営に，人は貸したがらないものである。

ただし， アピニマンガラム村において融資を得

やすい有望な経営とは，村内の労働力に対する支

J_. 
』

マ
て σJ 日 自句

（単位：ルピー〉

階 層
［｜的

揚水ポンフ白
井） i 姻 自1]

活良資金
！： 地購 入
教育費

カテゴリー I

11,0似J(8) 
:・l，問。（ 2) 
6, 140(1,l) 
4,100( 2) 
1,3併）（ :J) 

カテゴリー II

。
カテゴリ－ III 

0 

l》、
に3

11,000 ( 8) 
:1.似川（ 2) 

家屋建設

整婚量
生計費
その他

ハ ー一 I

官民r
1件当り負債額

1,200( 2) 
7，鎖的（ 6) 

600( 2) 
4,400( 9) 
4,725(20) 

44,265 (67) 
661 

（注） 〕内の数字は件数を示す。

（） 

:l,5開（12)
2，倒的（ 2) 

ら伺（ 1) 

1；七1回（ 7) 
1,9伺（ 7) 
300( 1) 

2,412(15) 
2,165(11) 

16,637 (56) 
297 

0 
2,:375( 8) 

0 
1,465( 5) 

l, 100( 2) 
1,800( 7) 

100( 1) 
2,100(12) 
1,755(16) 

10,695 (51) 
210 

12.，伺5( 3:1) 
6,71佃（ 4) 
:1.265( 9) 

5,450( l L) 
11,560( 20) 
l,創的（ 4) 
8,912( 36) 
8,645 ( 47) 

71,597(174) 
411 

Eラ



配力が強い農家である。村内で綾も負債の多い農

家は， 2人の年履と 1人の使用人〔女性家事労働）

a:置いているほかに，年間延20日人（男〉十814日

人〔女）の農業労働者を必要に応じて緩い， ナン

ジγ地農業，プンジャi也農業および蔭産の 3部門

で生産物の多様イじを進めている。年齢は38歳であ

るが，すでにヴエラーラ・コミュニティにおける

指導的な地位を確立し，村内行政のとりまとめ役

となっている。この農家の場合，まだ返済を終え

ていない借金の内訳は次のとおりである。

(1) 1957年に結婚資金として2000；レビー。年6

%の利子を貸し手である移住労働者（－？レーシ

ア）の実家に払っている。

(2) 1960年に 0.6エーカーのソ。ンジャI也乞 Yン

ジャJlli｛じする資金の一世IIとして， 1200ルビーを

いj村の開発ノ；ンチャーヤ卜委H.1とから借り／ふ

手IF{・ヰilllri］じく (j';oυ

(3) 1965年に’屯ノJ月H4JiA<.ポン rノ 1 ・ヒソト企購入

するため，地区｜羽発事務所（Bloc＼、 Development

( >ffice）から1:iooルビーの融資をi¥J/;::_o利子ネは

G.:i'1ら0

(4) 1967年に生計費のため村の親戚からら（）（｝ル

1ニ。ーを無利子で借りた。

これは決して例外的なケースではなく，ヴコジ

ーラで多額の負債をかかえている農家には，よく

似た例が少なくなL、。 111rの金融業者に伯ーりにいく

農民は少なく，たいてし、はt.J"l'iで貸し 手を凡／パY

Aふことができる。この;f:tでは， Hi）ーi（ヴ『ラーラ 15,

If ,_'I：.ザー 1）が金貸しとして矢flられ℃し、る。これ

は外から送金の多いj也域の特殊性かもしれなL、。

村の商店が下層カーストの労働者に短期間融資す

る時の利子率は24%にものぼるが，通常は6～12

%の範囲である。

貸し手と借り手との関係をみると，ここでもニ
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つの側面に留意する必要がある。一つは村落生活

の水平的な相互依存関係であり，他方は垂直的な

支配従属関係である。 t例も含めて無利子で貸し

ているケースが10件近くあったが，その場合も同

様である。少額の生計費を村内の農家間で融資し

合う慣行を，手間替労働についてと同じ言葉であ

るカイマートと呼ぶのも，相互依存関係の性格を

物語っていて興味深い。反対にヴエラーラの富農

が少額の生計費を低利または無利子で，自分の雇

っているパンニャルやパディヤルに貸す場合は，

特定の労働力に対する支配を維持したいという意

図がこめられているのである。

階層別の負債目的をみるとカテゴリー Iは，揚

水ポンプ，井戸掘削，営農資金，土地購入などが

多く，カテゴリ－IIは土地購入と家出建設が多く，

)J -j ＿｛ リ－ll1!1教育費が多v＇，とし、う特徴を指摘

Cきる。二れはアビニマンガラム村における農村

経済の新しい動向とも重なっている。ヴエラーヲ

のナンジャ地経常を統合軸として，各部門の労働

力企多様なレヴェルで結合させたIll来の村落内分

業体制が，どのような方向に向かつて解体されて

ゆくかを示唆する指標でもある。

冠婚葬祭や生計費’のために借金する事例は，ど

の階層にも共通にみられるが， 1件当りの負債額

は心テゴリー Iが，他の階層の約3倍である。こ

の焔主主は：1者の生活内容の違いをあらわしている

ものと考えて，ほぼ間違いないであろう。この.＇，＇，（

を確かめるために，村内の階層拡I］耐久消費財の所

有状況をまとめたのが第7表である。

カテゴリーEおよびカテゴリー皿の下層農家

は，ほとんど耐久消費財と呼べるようなものを所

有していないことがわかる。家の中の備品什器に

ついても，第 7表と同じような格差がきわだって

いる。第 7表はカテゴリー Iの内部においても，



南インド村落の農業経済

したからだと広く信じられている。村の郵便局長村内の耐久消費財所有世帯

（単位：戸数）

カテゴ iカテゴ カテゴ
リー I ' リ－II i リ－m

家 7 喜量

アビニマンガラム村にくる郵便物のう

ち30%が外国からの手紙だそうである。

年に 1度里帰りする人たちは，村に家を新築して

1年か2

に聞くと，

もその管理を他人にまかせていたり，農地を所有

していても荒地（とくにフ．ンジャ地）にしてしまっ

このことはグエラーラ内部に対立を

ひき起こしたり，他のカーストに対する支配力を

たりである。

弱めたりしている。ヴエラーラが全体として貧し

かったときの方が，村のまとまりがよかったとも

いわれる。

農業経営者であるヴエラーラが，他のカースト

の労働力を効率的に配置することによって，一定

の生産水準を安定的に維持する体制はこのように

内外の両方からのインパクトを受けて解体しつつ

ある。電動ポンプ・セットによるナンジャ地経営

拡大の可能性じ海外での蓄積によって村の農業

4 , 0 
0 I 0 
0 ( 1) ! 0 
0 : 0 

0 () 
l 0 

2 2 

〔注） （ ）内の数字は電灯用屋内配線を申請中の戸
数である。

計

16 
6 
9(26) 
6 

12 
8 
26 
24 

12 
6 
9(25) 
6 

自転 1転
ラジオ
港内配線
加工E型ラン・J°

掛時 ii・
腕時，；！－
雨傘
懐中電灯

パソ
J
M

円
d
山
円
ハ
H

1
』
ワ
“
リ
μ

耐久消費財を所有している世帯数が限られてい

ることを明らかにしている。村の居住区を歩いて

みると，物的な生活条件の格差は家屋の構造にお

いて最もいちじるしいことがわかる。居住区のは

ずれに建設中であった鉄筋コンクリート造りの宏

壮な邸宅（つロンボで活騨している貿易商の実家）は

カル・オヴダーが切り出した石材別格としても，

その kに建て九れた煉瓦造り（スレートの

の富ノ曳の家と，上塀の一角をヤシの葉の廃

1部屋だけの家に区分した貧農の家

を組み，

これに依存せずに生活を向上させる可能性とは，

までのカースト的分業体制にもとづく農家経済で

は考えられなかったからである。

〈注 1) 拙稿E 156ベージ。

（注2) 拙稿E 167ページ。

（注3) スリヲンカのプランテーション労働者の長

屋，f.t，コーヒ一時代からあまり改善されていない。拙

稿IV 15-16ページ参照。

屋根〉

キ艮でおおい，

ちょうど大都会の住宅とスラムとが

並んでいるような景観であった。自宅に専用の飲

用水井戸をもっている家は7戸〈ヴエラーラ 6，ガ

ウンダーりである。残りの村民は， 5カ所の共同

との対照は，

指定カースト用 2)井戸（カースト・ヒンドゥ用 3,

を利用しなければならない。

農家経済と農村経済れr

これまでの叙述からも明らかなように，個々の

農家経済は大都市の住民の家計とは異なり，相互

に密接な関連をもち補完し合って，一つのまとま

った豊村の経済社会を形成している。

スリランカのプランテーシヨン農濁を訪ねて労

働者の生活環境を観察した後に，この村の調賓を

はじめた録者の眼には，管理部門の社．宅と労働者

の長屋との格差であるかのように映った。物的な

生活条件だけを取り上げれば，プランテーション

したがって

アピニマンガラム村の経済構造の全体像を描くに

は，農業部門のみの考察では十分でなく，非農業

部門の経済活動をも考察の対象に含めなければな
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あま

り変わらないように思われる世3）。

豊かなヴエラーラの致富の源泉は，村の農業生

産の発展によるものではなく，海外で事業に成功

労働者とカテゴリ」 II以下村民の生活とは，



らない。この村のカースト構成からも類推される

ように，村落内分業体制に組み込まれた非農業部

門は，農村経済構造の重要な規定要悶であるが，

紙幅の都合で他日を期すよりほかない。本節では

農業部門についての検討を終えるに際して，個々

の農家の活動をヴエラーラ・カ｝ストの支配する

農村経済へと統合する機能を持つ，グラーム・パン

チャーヤト裁判の実態を報告することにしよう。

第 1図 グラーム・パンチャーヤト裁判の法廷略図

民

家

一

民

家

×榊＇＂・ ) 
山口 ｝立っている

③ゲェティヤンj

。グラーム・
パンチャーヤト委只

民 乙』ムンシフ

家 。カ1レナム

0一般のヴエラーラ村民

パヴテラ4カJレ

Oハ000  
0叱ィ0Oo 
OA述。ool 民家

区~

大通り c )( 

民家 11: 'it 民家 民家

村を東西に横切る大通りに面した居住区の一角

に，パッタライカル（pattaraikal)と呼ばれる石材

を敷きつめた場所がある。そのあたりは道幅もい

くぶん広くなっている。このパッタライカルが村

の集会場となっていて，満月の夜に裁判が行なわ

れるのである。昼間は暑い上に，仕事があるので

集会にはむかない。満月の夜が選ばれるのは，電

灯のない村では最も明るい夜だからである。一晩

ですべての事件を処理できなければ，その翌夜も

続けて行なわれる。夕食を済ませてから集まるせ

いか始まる時聞は 9時すぎである。

パッタライカルの手前の，一段低い位置に幅広

い石のベンチがある。このベンチに4人のグラー
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ム・パンチャート委員が座る。彼らの背後に，ム

ンシフ，カノレナン，次いで他のヴエラーラたちが

腰をおろす。被告は履物を脱いでパンチャーヤト

委員たちの前方に立ち，被告のかたわらに村の番

人 vettiyanが立って見張る。他のカーストに属す

る者は姿を見せない。とはいえ，少し離れたとこ

ろで聴いているらしく，その翌朝には前夜の判決

が村中に知れわたっている。

筆者が傍聴したのは， 1967年3月26日の法廷で

ある。

最初の被告は，中年のパラヤン・カーストの男

であった。彼の所有する山羊が，あるヴエラーラ

のプンジャ地に入っていたというのである。その

プンジャ地の所有者と被告との聞で事実関係をめ

ぐって，若干のやりとりが続いた。バッタライカ

ルの主に座ってU、た一般のヴエラーラたちが次々

に発言する。パンチャーヤト委員の 1人が2, 3 

の質問をし，そのあと 4人で協議して被告に， 3

yレピーの罰金を言いわたした。他のヴエラーラた

ちは自由に発言してもよいが，最終的な決定はこ

の4名によって行なわれるのである。その決定を

ムンシフが村の雑用係を使って執行することにな

っている。

ムンシフの説明によれば， 2カ月後に村のマリ

アンマン寺院の祭があるので，その資金を集める

必要があって，懸案になっていた事件の審理をす

すめたそうである。

第 2の事件は，ヴエラーラ・コミュニティ内部

の紛争であった。あるヴエラーラが前年のタミル

正月（4月14日）に，ナンジャ地の一部を現物に

よる定額小作であるタンニャ・グッタへイ（出anya

kuthagai）契約で，近くの若いヴエラーラに貸した。

今期は自分で耕作するつもりだから， 1967年4月

1日に返してもらいたいといっている。が，借地



した青年は3月31日までに収穫を完了することは

無理だから返せない，もともと契約期間はその年

度の作物の収穫が終わってからのはずだった，と

主張している。この紛争は元来契約期間よりも，

契約した小作料が争点だった。貸した方は 1.5袋

の約束だったといい，借りた方は1.25袋だったと

いうのである。それでは早く耕地を明けわたして

くれ，という争いに発展したわけである。

両者は激しい応酬をくり返していたが，小作契

約は口頭で行なう慣行のため，証拠がない。双方

の支持者がそれぞれ発言して弁護するが，判定の

根拠がないのでパンチャーヤト委員たちも決定を

下しかねていた。深夜の11時近くになったので，

判決を保留し契約の場に同席していた証人の出席

を求めて，あらためて裁判を行なうことになった。

パンチャーヤト委員たちも，あまり大問題とはい

えないので，解決は時間の経過にゆだねようと考

えている様子であった。

翌日の夜，再び同じ場所で開催された。前夜の

長い論争のために，取り上げることができなかっ

た事件が次々と処理された。今夜の被告はすべて

指定カーストであったためか，審理はかなり強引

に進められていた。

第 lの事件は，ノミラヤンの山羊がヴエラーラの

プンゾャ地に入っていた，という前夜と似たケー

スですぐに 2ルピーの罰金が課せられた。

第 2の事件は，緑肥を採集していたパラヤンが，

ヴエラーラの農地に入り作物の葉を盗んだ，とい

う容疑であった。被告は確信に満ちた態度でそう

いう行為はしていないと否定していた。しかしパ

ンチャーヤト委員の認めるところとならず， 11ル

ビーの罰金刑という判決になった。

第3の事件はマヒマイ（mahimai）の脱税容疑で

ある〈注1）。村の生産物を村外に販売すればマヒマ

南インド村落の農業経済

イを払わなければならないが，被告は牛を村外か

ら買いかえただけである，と反論していた。しか

し，牛の買いかえは一度村の生産物を村外に販売

し，その後に村外から新たに牛を買ったことであ

ると認定され， 31レピーの追徴金が課せられた。

最後の事件は，ムンシフやカルナムの下で働く

公務員である村の雑用係 talaiyareが，被告であ

った。彼の山羊がヴエラーラの耕地に侵入したか

どで， 10，レピーの罰金を課せられていたにもかか

わらず，この罰金を不当に商すぎるとして，とな

りのコタトウール（kothatur）村にある県の警察署

へ行き， 5Jレピーの罰金を払い，警官の許可を得

て山羊を引き取ったことについてである世2〕。こ

れは村のパンチャーヤト裁判の権威を傷つける行

為であるとして，あらためて 3Jレピーの罰金が課

せられた。この夜の裁判はこれだけで終わった。

このようなヴエラーラの判事のみによって裁か

れる，パンチャーヤト裁判のあり方に対して下層

カーストの不満は非常に強く， 「われわれの罰金

のおかげで， ヴエラーラの神（マリアンマン寺院の

こと〉が生き長らえているんだJ，と被告の 1人が

あとで語っていた。

パンチャーヤト裁判の判決に服しない者にとら

れる対抗手段は，さまざまな形態がある。カース

ト・ヒンドゥの村民に対しては，何よりもまず村

の寺院の境内に入ることが禁止される。これにと

もなって，村内の社会生活を営むうえで欠くこと

のできない，各種の相互扶助の網の目から排除さ

れる。たとえば，同年4月2日に老父が死亡した

ヴエラーラの家では，その日のうちにムンシフか

ら次のような通告をうけていた。

「村外へ売った牛乳に対応するマヒマイ501レピー

およびパンチャーヤト裁判の罰金5；レピー，あわ

せて551レピーが滞納されている。これを 1週間以
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内に完済することを約束しなければ，村の鼓手と

床塵（注3）に葬儀の行事にたずさわらないよう命じ

るJ。葬式を出させないというのは，日本の村八分

よりきびし排除の仕方である。

しかしながら，いわゆるハリジャンたちはもと

もと村の寺院に入ることは許されていない。それ

に，カースト・ヒンドゥの聞で維持されてきた相

互扶助の諸慣行から，多くの点で排除されている。

「アーディ・ドラヴィダと同じように扱うぞ」悩む

という脅迫は，カースト・ヒンドゥには効力を発

揮しても，当のアーディ・ドラヴィダに対して言

えば，笑い草になるだけである。

指定カースト層に向けられる対抗手段は，アー

デ、ィ・ドラグィダ自身の説明に従えば，判決に服

しない人聞を，

(1) 共同井戸を利用させない。

(2）村内での雇用機会を奪う。

(3) 雇用した上で手荒な扱いをする。

という 3点に集約できるそうである。とりわけ，

第 2の手段は決定的ともいうべき強制カを持って

いる。

約10マイル離れたテイ Jレヴェッラライ（Thiruve・

llarai）村で， 開明的な県知事に率いられてカース

ト・ヒンドゥの寺院に入ったとき（1955年〕，村の支

配カーストであるムトゥラージャ（Muthurajah）は，

この第2の手段に訴え，約1年間アーディ・ドラ

ヴィダの雇用を中止したことがある。このときの

農業労働者の苦境と最終的な屈服（旧来の村落秩序

への復帰〉は， アビ、ニマンガラム村の指定カース

ト住民の聞でもよく知られている。また，速くタ

ンジャウール県のキラヴェンマニ村のアーヂィ・

ドラヴィダがカ｝スト・ヒンドゥの上層農家と賃

上げをめぐって対立し， 1968年の暮に42人が焼き

殺された事件（注5）に，アビニマンガラム村のアー
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ディ・ドラグィダは強い関心を示していたといわ

れる。となりのプタナンパティ村にハリゾヤンの

ための大学が設立されたという事情もあって，ア

ピニマンガラム村のアーディ・ドラヴィダの聞で

は，教育を通じてヴエラーラ支配の強制力に対抗

しようと模索しているようであった。

農家経済を農村経済へと統合する上で，きわめ

て強いカをふるっているグラーム・パンチャーヤ

トとその裁判は，同じヴエラーラ・カーストの問

では，自分たちにとって必要なことは自分たちで

決めるという自治の拠点である。しかし，その力

がカースト・ヒンドゥの下層農家に向けられるに

したがって支配・従属関係が濃厚になる。そして，

ハリジャン階層に対しては直接的な抑圧の手段に

転化してしまうのである。

豊村経済構造の研究は， このこつの方向（自治

と抑庇）への統合カが作用していることに留意し

ながら，その統合力がどのような社会関係によっ

て支えられているかを解明しなければならないの

である。

（注 1) マヒマイの制度については拙稿E 152へ

』正を参照。

Ci巨2) 他人の農地合 ii'~ 1・., I，た山羊u，捕え，・，れ ζ！

とムンシ 7の家の両iilこ’JながjL，所有者がムンシブの

許可を得て引き取る慣ii"になっている。

（注3) 村の俊子（ハラヤン）と床屋（ベリヤリ〉

の協力が公ければ，こハ地方では葬儀をとり rr三うこ
とが不可能である。

（沈4) アーディ・ドヲヴイダはこの地方のJ肯定’J

ースト J）総称。ハリじ，k’ンという表現は， 'ff11 HJ必と

して｛史J-IJさiLてL、るよう℃ある。

(ii; 5〕 Btitz,Jan. 4th, 1969. 
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